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町からの 

興部町学校給食センター調理員の 
公募について 

町では、下記のとおり臨時職員を公募いたします。 

記 

勤 務 先 学校給食センター 

業 務 内 容 給食調理員 

勤 務 時 間 午前８時１５分 から 午後４時１５分 まで 

賃 金 時間給 ７３０円 

採 用 人 数 1 名 

採 用 期 間 平成２４年３月１日～平成２７年３月３１日 

・応募の条件 興部町内在住者、又は在住可能な者とします。 

・提 出 書 類 応募申込の際は、自筆の履歴書１通（上半身 

       写真添付）を必ず本人が持参してください 

・申込提出先 興部町役場総務課又は興部町教育委員会管理課 

・申 込 締 切 平成２４年２月２１日（火）※期日厳守 

・選 考 方 法 書類審査の上、面接により選考する。 

・問 合 せ 先 興部町教育委員会管理課 ℡８２－２５５２ 

 興部町学校給食センター ℡８２－３４１１ 

平成２３年分所得申告の受付について  

上記の件につきまして、次の要領により行いますので、期間

内に申告を済まされますようお願い致します。 

■申告の必要な方 

①平成２３年１月１日～平成２３年１２月３１日までの間に

収入を得た方 

※収入とは、営業・給与（事業専従者給与を含む）・報酬・

年金・賃金・譲渡等により支払いを受けること。 

②年末調整が済んでいる方で、年金・賃金・不動産・配当・譲

渡等の収入のある方。医療費控除・住宅借入金等特別控除の

適用を受ける方。また、年末調整に誤りのある方。 

③申告を要する収入はないが、国民健康保険に加入している方 

④住宅借入金等特別控除の住民税からの控除について 

所得税と住民税とを合わせた税負担が、税源移譲の前後で

変わることがないように、平成 19 年分以降の所得税の額が

減少することに伴い、所得税の額から控除できる住宅借入金

等特別控除額が減少する方（平成 18 年 12 月 31 日までに

入居した方に限ります。）については、申告（平成 24 年 3

月 15 日期限）により、当該減少額を翌年度分の住民税から

控除することができます。「給与所得の源泉徴収票」の摘要

欄に住宅借入金等特別控除可能額の記載がある場合は、住民

税の控除を受けられることがありますので、税務係までお尋

ねください。 

■申告日程 

受付月日 区分 対象地区・受付時間 受付会場 

２月１６日（木） 一般 
浜町・元町 

９：００～１７：００ 

役場１階 

第１会議室 

２月１７日（金） 一般 
本町・仲町・幸町 

９：００～１７：００ 

役場１階 

第１会議室 

２月２０日（月） 一般 
栄町・泉町 

９：００～１７：００ 

役場１階 

第１会議室 

２月２１日（火） 一般 
新泉町・旭町 

９：００～１７：００ 

役場１階 

第１会議室 

２月２２日（水） 

～  

２月２４日（金） 
一般 

沙留・住吉・富丘 

９：００～１６：３０ 
沙留公民館 

２月２７日（月） 一般 
宇津 

９：００～１１：３０ 

宇津 

集落センター 

２月２８日（火） 一般 
緑ヶ丘・東町 

９：００～１７：００ 

役場１階 

第１会議室 

２月２９日（水） 一般 
春日町・新町 

９：００～１７：００ 

役場１階 

第１会議室 

３月 １日（木） 一般 

宮下町・北興 

秋里・豊野 

９：００～１７：００ 

役場１階 

第１会議室 

３月 ２日（金） 一般 
指定なし 

９：００～１７：００ 

役場１階 

第１会議室 

３月 ５日（月） 

～  

３月 ９日（金） 
農業 

農業者のみ 

９：００～１７：００ 

役場１階 

第１会議室 

３月１２日（月） 

～  

３月１５日（木） 
一般 

指定なし 

９：００～１７：００ 

役場１階 

第１会議室 

※期間中連絡先 

・宇津集落センター    ℡８２－２５８４ 

・沙留公民館       ℡８３－２３０６ 

 

※なお、不明な点や詳しいお問い合わせは、興部町役場 住 

民課税務係（℡８２－２１３１内線２２５・２２６）まで 

連絡願います。 

あなたも認知症サポーターになりませんか？ 
「認知症サポーター養成講座」のご案内 

厚生労働省では現在「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」

キャンペーンを実施しています。興部町でも認知症の人や家族

を見守る「認知症サポーター」を養成し、安心して暮らせる町

づくりをすすめていきます。２月１日号でご案内いたしました

が、地域包括支援センターでは「認知症サポーター養成講座」

を下記の日程で実施いたします。定員に余裕がありますので興

味のある方は下記申込み先までお電話ください。９０分程度の

講習を受けた方が「認知症サポーター」となり、その印「オレ

ンジリング」をお渡しします。 

町内会・商店街・職場など地域の中で認知症の方や支える家

族の理解者が少しでも増える事により認知症になっても住み

やすい町になっていけばと考えています。 

「認知症サポーター」になって安心して暮らせる町づくりを

一緒にしていきましょう！ 

記 

日  時：平成２４年２月１９日（日） 

午前１０時～午前１１時３０分 

（受付午前９時３０分より） 

会  場：興部町福祉保健総合センター「きらり」 

内  容：認知症の正しい理解、対応の仕方、サポーターの 

役割など 

受 講 料：無 料 

☆申込み先 

 興部町福祉保健総合センター「きらり」 

 興部町地域包括支援センター ℡８２－４１５５ 

  興部町キャラバン・メイト事務局 
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